
経 済 産 業 省 
 
2 0 1 8 0 7 3 1 貿 局 第 ２ 号 

輸出注意事項３０第１９号 
経済産業省貿易経済協力局 

 
 「特定有害廃棄物等の輸出承認について」（平成５年１２月１４日付け輸出注

意事項５第４１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 
 

平成３０年８月２０日 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 
 
 
 

「特定有害廃棄物等の輸出承認について」の一部改正について 
 
 
「特定有害廃棄物等の輸出承認について」（平成５年１２月１４日付け輸出注

意事項５第４１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 
 
 

附 則 
 この通達は、平成３０年１０月１日から施行する。ただし、３の（１）の改正

規定は公布の日から施行する。 



 
（別紙） 

「特定有害廃棄物等の輸出承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○「特定有害廃棄物等の輸出承認について」（平成５年１２月１４日付け輸出注意事項５第４１号） 

改 正 後 現   行 

１ 適用地域 

 適用地域は、全地域（南緯６０度の線以北の公海及び台湾を除く。ただし、他の外国

の地域を経由して南緯６０度の線以北の公海に輸出する場合にあっては、当該外国の地

域を仕向地とみなし適用地域に含まれるものとする。）とする。 

１ 適用地域 

 適用地域は、全地域（南緯６０度の線以北の公海及び台湾を除く。ただし、他の外国

の地域を経由して南緯６０度の線以北の公海に輸出する場合にあっては、当該外国の地

域を仕向地とみなし適用地域に含まれるものとする。）とする。 

２ 適用品目 

 適用品目は、輸出貿易管理令別表第２の３５の２の項（１）に掲げる貨物（特定有害

廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律第１０８号。以下「バーゼル法

」という。）第２条第１項に規定する特定有害廃棄物等（バーゼル法第２条第１項第１号

ロ並びに特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の

範囲等を定める省令（平成３０年環境省令第１２号。以下「バーゼル省令」という。）第

３条及び第５条に規定するものとする。以下「特定有害廃棄物等」という。））とする。 

なお、バーゼル省令第２条に規定するもの及び仮に陸揚げした貨物であって有害廃棄物

等の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（以下「条約」という。）

第８条又は第９条２の規定に基づき我が国が通報を行ったものであり、かつ、当該通報

を受けた地域を仕向地とするもの（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法

律第１３７号。以下「廃掃法」という。）第２条第１項に規定する廃棄物については、同

法第１０条第２項（同法第１５条の４の７第１項において準用する場合を含む。）に規定

する者が輸出しようとする場合に限る。）は承認を要しない。 

２ 適用品目 

 適用品目は、輸出貿易管理令別表第２の３５の２の項（１）に掲げる貨物（特定有害

廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律第１０８号。以下「法」という。）

第２条第１項に規定する特定有害廃棄物等（以下「特定有害廃棄物等」という。））とす

る。 

なお、特定有害廃棄物等の具体的範囲については、特定有害廃棄物等の輪出入等の規 制

に関する法律第２条第１項第１号イに掲げる物に関し定める件（平成１０年環境庁・厚

生省・通商産業省告示第１号。以下「告示」という。）、有害廃棄物等の国境を越える移

動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（平成５年条約第７号。以下「条約」とい

う。）附属書Ⅱ並びに経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動

の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令

（平成１３環境省令第４１号。以下「ＯＥＣＤ省令」という。）を参照のこと。 

３ 輸出承認の申請 

（１）輸出承認申請書の提出先 

輸出承認の申請をしようとする者は、輸出承認申請書２通を、次に掲げる表の「貨

物の種類」の区分に応じ、右欄に掲げる「提出先」に提出するものとする。 

貨 物 の 種 類 提   出   先 
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部農

水産室の所管に係るもの（農林畜水産物、

飲食料品及び農薬に関するもの） 

経済産業省貿易経済協力局貿易管理

部農水産室 

対象貨物のうち、上に掲げるもの以外の 貿易経済協力局貿易管理部貿易審査

３ 輸出承認の申請 

（１）輸出承認申請書の提出先 

輸出承認の申請をしようとする者は、輸出承認申請書２通を、次に掲げる表の「貨

物の種類」の区分に応じ、右欄に掲げる「提出先」に提出するものとする。 

貨 物 の 種 類 提   出   先 
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部農

水産室の所管に係るもの（農林畜水産物、

飲食料品及び農薬に関するもの） 

経済産業省貿易経済協力局貿易管理

部農水産室 

対象貨物のうち、上に掲げるもの以外の 貿易経済協力局貿易管理部貿易審査



もの 課 
（注）輸出しようとする貨物が上記２に該当するか否かについて等の問合せ先…産業

技術環境局資源循環経済課 

もの 課 
（注）輸出しようとする貨物が上記２に該当するか否かについて等の問合せ先…産業

技術環境局環境政策課環境指導室 

（２）輸出承認申請の際の添付書類 

（注）下記の提出書類のうち、契約書等が英語以外の外国語の場合には、和訳又は英

訳したもの（任意様式）を添付のこと。 

 

 

 

 

（２）輸出承認申請の際の添付書類 

経済協力開発機構の加盟国（以下「ＯＥＣＤ加盟国」という。）向けであって、ＯＥＣ

Ｄ省令に掲げるもの（鉛蓄電池（破砕されているか否かを問わない。）（以下「鉛蓄電

池」という。）を除く。）の輸出の場合、ＯＥＣＤ省令に掲げるもの（鉛蓄電池に限る。）

の輸出の場合及び経済協力開発機構の非加盟国（以下「ＯＥＣＤ非加盟国」という。）

向け又はＯＥＣＤ加盟国向けであってＯＥＣＤ省令に該当しないものの輸出の場合に

おいて提出書類が異なる。 

  ① 共通事項 

イ 輸出承認申請理由書 1通（申請理由書様式によるもの） 

ロ 申請者が法人である場合は登記簿の謄本、個人である場合は住民票の写し 

１通（ただし、輸出承認の申請実績が無い場合又は前回申請時までに提出した

当該書類に記載された事項に変更が生じた場合に限る。） 

ハ 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し １通 

ニ 特定有害廃棄物等の運搬の手段及び経路（輸出入地点）の詳細を記載した貨

物のフロー図 １通 

ホ 適用品目が 廃掃法 第２条第１項に規定する廃棄物に該当する場合は同法第

１０条第１項（同法第１５条の４の７第１項において準用する場合を含む。）の

規定に基づく環境大臣の輸出の確認書（同法第１０条第２項（同法第１５条の

４の７第１項において準用する場合を含む。）に規定する者が輸出しようとする

場合を除く。）の写し １通 

 

ヘ 適用品目に係る輸出移動書類（申請書） ２通 

ト 別紙様式（通告書）に示す書類 １通（バーゼル省令第５条に規定するモニ

ター（以下「モニター」という。）を香港に輸出する場合を除く。） 

チ その他必要と認められる書類 

① 共通事項 

イ 輸出承認申請理由書 1通（申請理由書様式によるもの） 

ロ 申請者が法人である場合は登記簿の謄本、個人である場合は住民票の写し 

１通（ただし、輸出承認の申請実績が無い場合又は前回申請時までに提出した

当該書類に記載された事項に変更が生じた場合に限る。） 

ハ 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し １通 

ニ 特定有害廃棄物等の運搬の手段及び経路（輸出入地点）の詳細を記載した貨

物のフロー図 １通 

ホ 適用品目が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。

以下「廃掃法」という。）第２条第１項に規定する廃棄物に該当する場合は同法

第１０条第１項（同法第１５条の４の７第１項において準用する場合を含む。）

の規定に基づく環境大臣の輸出の確認書（同法第１０条第２項（同法第１５条

の４の７第１項において準用する場合を含む。）に規定する者が輸出しようとす

る場合を除く。）の写し １通 

ヘ 適用品目に係る輸出移動書類（申請書） ２通 

ト 別紙様式（通告書）に示す書類 １通 

 

チ その他必要と認められる書類 

② 経済協力開発機構（以下「ＯＥＣＤ」という。）加盟国向けであって、条約附属

書ⅣＢに掲げる処分作業を行うもの（鉛蓄電池を除く。）の場合）（注１） 

  （削除） 

 

② ＯＥＣＤ加盟国向けの場合（ＯＥＣＤ省令に掲げるもの（鉛蓄電池を除く。）に

限る。） 

申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約書、又は当該特定有害廃棄物等が

一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事



 

 

 

 

イ 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約書、又は当該特定有害廃棄物

等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては

当該事業場間の契約に相当する取決めの書類（当該契約等には、輸出される特

定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができな

い場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含

まれていること。）の写し 各１通 

ロ 申請者が輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措

置を確実に実施するに足る経理的基礎を有することを証する次の書類（注２）

（注３） 各１通 

ａ）資金調達方法を示す書類、貸借対照表及び損益計算書（前年度のもの） 

ｂ）次の計算式で算出される費用に関する見積り等を示す書類及び当該費用を

支払うことができる能力を有することを証する銀行保証、保険又はその他の書

類 

＜計算式＞ 

ＦＧ＝（ＣＴ＋ＣＲＤ＋ＣＳ）×Ｑ×Ｆ 

ＦＧ ：資力保証の金額 

ＣＴ ：運搬単価（輸出先国から我が国への１トン当たりの運搬費用） 

ＣＲＤ ：処分単価（我が国処分施設での１トン当たりの処分費用）（※） 

ＣＳ ：保管単価（輸出先港又は輸出先処分施設での１トン当たりの９０日分

保管費用） 

Ｑ  ：輸出特定有害廃棄物等の量（トン） 

Ｆ  ：安全係数（１．２） 

（※）処分単価がマイナス（有価物）の場合は、０として計算する。 

業場間の契約に相当する取決めの書類（当該契約等には、輸出される特定有害廃

棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合にお

いて代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれているこ

と。）の写し 各１通 

  （新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

（注１）上記②には、条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業に係る分析試験（ＯＥＣＤ

の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定（以下

「理事会決定」という。）第Ⅱ章Ｄ（１）（ｃ）に基づく分析試験をいう。以下同じ。）

を行うためのものであって、ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）を５０

ｐｐｍ（百万分率）以上含むもの又は２５キログラムを超えるものを含む。 

（注２）分析試験を行うものの場合は、上記ロの書類の提出を要しない。 

（新設） 

 

 

 

 

 



（注３）輸出の相手国又は条約の締約国である通過国が特定有害廃棄物等の輸入、

運搬又は処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じることを義務付けて

いる場合にあっては、上記ロに代えて、当該措置を講じたことを証明する書類の写

し１通を提出することができる。 

（新設） 

（新設） 

 

③ ＯＥＣＤ加盟国向けの場合であって、条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業を行う

もの（鉛蓄電池に限る。）の場合（注１） 

イ 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約書、又は当該鉛蓄電池が一の

法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業

場間の契約に相当する取決めの書類（当該契約等には、環境の保全上適正な運

搬及び処分が行われることを明記するとともに、輸出される鉛蓄電池の運搬又

は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に

運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。）の写し

 各１通 

ロ 申請者が、輸出しようとする鉛蓄電池の再輸入その他これに準ずる措置を確

実に実施するに足る経理的基礎を有することを証する次の書類（注２）（注３） 

各１通 

ａ）資金調達方法を示す書類、貸借対照表及び損益計算書（前年度のもの） 

ｂ）次の計算式で算出される費用に関する見積り等を示す書類及び当該費用を

支払うことができる能力を有することを証する銀行保証、保険又はその他の書

類 

＜計算式＞ 

ＦＧ＝（ＣＴ＋ＣＲＤ＋ＣＳ）×Ｑ×Ｆ 

ＦＧ ：資力保証の金額 

ＣＴ ：運搬単価（輸出先国から我が国への１トン当たりの運搬費用） 

ＣＲＤ ：処分単価（我が国処分施設での１トン当たりの処分費用）（※） 

ＣＳ ：保管単価（輸出先港又は輸出先処分施設での１トン当たりの９０

日分保管費用） 

Ｑ  ：輸出特定有害廃棄物等の量（トン） 

Ｆ  ：安全係数（１．２） 

（※）処分単価がマイナス（有価物）の場合は、０として計算する。 

③ ＯＥＣＤ加盟国向けの場合（ＯＥＣＤ省令に掲げるもの（鉛蓄電池に限る。）に

限る。） 

イ 申請者、運搬者及び処分者が輸出、運搬又は処分を確実に実施するに足る経

理的基礎及び技術的能力を有することを証する次の書類（申請日の前年度のも

の）各１通 

ⅰ 申請者にあっては資金調達方法、貸借対照表、損益計算書、再輸入又は代

替措置を実施する際の経費に関する見積もり等を示す書類 

ⅱ 運搬者又は処分者にあっては、資本金、売上高等に関する書類 

 

ロ 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約書、又は当該鉛蓄電池が一の

法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業

場間の契約に相当する取決めの書類（当該契約等には、環境の保全上適正な運

搬及び処分が行われることを明記するとともに、輸出される鉛蓄電池の運搬又

は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に

運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。）の写し 

各１通 

 

（削除） 

 

 

ハ 輸入国又はＯＥＣＤ加盟国である通過国が鉛蓄電池の輸入、運搬又は処分に

ついて保険、供託金その他の金銭的保証を講じることを義務付けている場合に

は、当該措置を講じたことを証明する書類の写し １通 



（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

ニ 鉛蓄電池の処分（鉛蓄電池の処分に伴って生じる残滓の処分を含む。）に関す

る次の書類 各１通 

ⅰ 処分のための施設の種類、設置場所、処分能力、処分方式、処分工程図、

年間処理計画、過去の実績 

ⅱ 処分のための施設の構造の平面図、立面図、断面図及び設計計算書（最終

処分場にあっては、周辺の地形、地質、地下水の状況を示す書類） 

ⅲ 処分者又は処分のための施設に対する公的な許可等の書類がある場合は当

該書類 

ⅳ 特別な取扱いの指示 

ホ 輸入国における鉛蓄電池の処分（鉛蓄電池の処分に伴って生ずる残滓の処分

を含む。）に関する規制及び環境保全対策に関する次の書類 各１通 

ⅰ 輸入国における環境関連規制の遵守の状況 

ⅱ 大気汚染防止対策（排ガスの処理方法、排ガスの量及び性状）、水質汚濁防

止対策（排水の処理方法、排水の量及び性状、放流の方法、放流先の水質の

状況）等の環境保全対策 

ⅲ その他の環境保全上の対策であって、環境保全上適正な方法で処分される

と処分者（処分に伴って生じたものの処分者を含む。）が評価している根拠と

なる情報 

ハ 鉛蓄電池の処分（鉛蓄電池の処分に伴って生じる残滓の処分を含む。）に関す

る環境の保全の観点から確認を必要とする次の書類（注２）（注４） 各１通 

ａ）輸出に係る鉛蓄電池の処分を行おうとする者が輸出の相手国において禁錮

以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたこ

とがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から５年を経過していることを誓約する書面 

ｂ）輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違

反がないことを誓約する書面 

ｃ）輸出に係る鉛蓄電池の処分を行おうとする者が法人である場合には、直前

３年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 

ｄ）輸出に係る鉛蓄電池の処分を行おうとする者が個人である場合には、資産

に関する調書 

ｅ）輸出に係る鉛蓄電池の処分を行おうとする施設の処分能力及び直前３年間

の処分実績並びに当該特定有害廃棄物等の処分計画に関する書類 

ｆ）輸出に係る鉛蓄電池の性状を明らかにする書類 

（新設） 



ｇ）輸出に係る鉛蓄電池の処分を行おうとする施設の概要に関する書類 

ｈ）輸出に係る鉛蓄電池を生じた施設の排出工程図 

ｉ）輸出に係る鉛蓄電池の処分を行おうとする施設の構造を明らかにする平面

図、立面図、構造図、処分工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取

図 

ｊ）輸出に係る鉛蓄電池の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行

おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書

類 

ｋ）輸出に係る鉛蓄電池の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる

有害物質の濃度を記載した書類 

ｌ）輸出に係る鉛蓄電池の処分を行おうとする者が輸出の相手国において必要

な許可等を受けていることを証する書類 

ｍ）鉛蓄電池の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載した書面 

ｎ）その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保

護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書

類 

ｏ）その他必要と認められる書類 

（注１）上記③には、条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業に係る分析試験を行うため

のものであって、ＰＣＢを５０ｐｐｍ（百万分率）以上含むもの又は２５キログラ

ムを超えるものを含む。 

（注２）分析試験を行うためのものの場合は、上記ロの書類については提出を要し

ない。また、上記ハの書類に代えて、以下の書類を各１通提出すること。 

ａ）輸出に係る鉛蓄電池の処分を行おうとする者が輸出の相手国において禁錮

以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたこ

とがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から５年を経過していることを誓約する書面 

ｂ）輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違

反がないことを誓約する書面 

ｃ）輸出に係る鉛蓄電池の分析試験の目的、方法、工程図及び期間を記載した

書類 

ｄ）輸出に係る鉛蓄電池の量が分析試験に必要な最小限度のものであることを

証する書類 

ｅ）輸出に係る鉛蓄電池の処分に伴い生ずる残さの処分方法を記載した書類 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｆ）その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保

護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書

類 

ｇ）その他必要と認められる書類 

（注３）輸出の相手国又は条約の締約国である通過国が鉛蓄電池の輸入、運搬又は

処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じることを義務付けている場合

にあっては、上記ロに代えて、当該措置を講じたことを証明する書類の写し１通を

提出することができる。 

（注４）廃掃法第１０条（同法第１５条の４の７第１項において読み替えて準用す

る場合を含む。）の環境大臣の確認を受けた者である場合は、上記ハの書類の提出は

不要とする。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

④ 上記②又は③以外（ＯＥＣＤ非加盟国向け又はＯＥＣＤ加盟国向けであって上

記②又は③以外のもの）の場合（注１） 

イ 申請の理由に関する次の書類 各１通 

ａ）輸出される特定有害廃棄物等を環境上適正かつ効率的な方法で処分するた

めの技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有

しないとの理由で申請を行う場合には、申請者がそのように判断した根拠を示

した書類 

ｂ）輸出される特定有害廃棄物等が輸出の相手国において再生利用産業又は回

収産業のための原材料として必要とされている場合には、処分者が輸出の相手

国において当該特定有害廃棄物等を再生利用産業又は回収産業のための原材料

として必要としている旨の宣言書 

ロ 申請者が輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措

置を確実に実施するに足る経理的基礎を有することを証する次の書類（注２）

（注３） 各１通 

ａ）資金調達方法を示す書類、貸借対照表及び損益計算書（前年度のもの） 

 

ｂ）次の計算式で算出される費用に関する見積り等を示す書類及び当該費用を

支払うことができる能力を有することを証する銀行保証、保険又はその他の書

類 

＜計算式＞ 

ＦＧ＝（ＣＴ＋ＣＲＤ＋ＣＳ）×Ｑ×Ｆ 

ＦＧ ：資力保証の金額 

④ ＯＥＣＤ非加盟国向け又はＯＥＣＤ 加盟国向けであってＯＥＣＤ省令に該当

しないものの場合 

イ 申請の理由に関する次の書類 各１通 

ⅰ 輸出される特定有害廃棄物等を環境上適正かつ効率的な方法で処分するた

めの技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が

有しないとの理由で申請を行う場合には、申請者がそのように判断した根拠

を示した書類 

ⅱ 輸出される特定有害廃棄物等が 輸入国 において再生利用産業又は回収産

業のための原材料として必要とされている場合には、処分者が輸入国におい

て当該特定有害廃棄物等を再生利用産業又は回収産業のための原材料として

必要としている旨の宣言書 

ロ 申請者、運搬者及び処分者が輸出、運搬又は処分を確実に実施するに足る経

理的基礎及び技術的能力を有することを証する次の書類（申請日の前年度のも

の） 各１通 

ⅰ 申請者にあっては資金調達方法、貸借対照表、損益計算書、再輸入又は代

替措置を実施する際の経費に関する見積もり等を示す書類 

ⅱ 運搬者又は処分者にあっては、資本金、売上高等に関する書類 

 



ＣＴ ：運搬単価（輸出先国から我が国への１トン当たりの運搬費用） 

ＣＲＤ ：処分単価（我が国処分施設での１トン当たりの処分費用）（※） 

ＣＳ ：保管単価（輸出先港又は輸出先処分施設での１トン当たりの９０日

分保管費用） 

Ｑ  ：輸出特定有害廃棄物等の量（トン） 

Ｆ  ：安全係数（１．２） 

（※）処分単価がマイナス（有価物）の場合は、０として計算する。 

ハ 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の、環境の保全上適正な運搬及び処

分が行われることを明記した契約書又はその契約を証するに足る書類の写し 

１通 

ニ 環境の保全の観点から確認を必要とする次の書類（注２）（注４） １通 

ａ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国にお

いて禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せ

られたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過していることを誓約する書面 
ｂ）輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違

反がないことを誓約する書面 
ｃ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が法人である場合に

は、直前３年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 
ｄ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が個人である場合に

は、資産に関する調書 
ｅ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の処分能力及び直

前３年間の処分実績並びに当該特定有害廃棄物等の処分計画に関する書類 
ｆ）輸出に係る特定有害廃棄物等の性状を明らかにする書類 
ｇ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の概要に関する書

類 
ｈ）輸出に係る特定有害廃棄物等を生じた施設の排出工程図 
ｉ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の構造を明らかに

する平面図、立面図、構造図、処分工程図及び設計計算書並びに当該施設の付

近の見取図 
ｊ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの

処分を行おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に

関する書類 

ハ 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の、環境の保全上適正な運搬及び処

分が行われることを明記した契約書又はその契約を証するに足る書類の写し 

１通 

（新設） 



ｋ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに

含まれる有害物質の濃度を記載した書類 
ｌ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国にお

いて必要な許可等を受けていることを証する書類 
ｍ）特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載し

た書面 
ｎ）その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保

護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書

類 
ｏ）その他必要と認められる書類 

  （削除） 

 

 

  （削除） 

 

  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 輸入国又は条約の締約国である通過国が特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は

処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じることを義務付けている

場合には、当該措置を講じたことを証明する書類の写し １通 

ホ 特定有害廃棄物等の排出に関する次の書類 １通 

排出事業場の名称、所在地、排出施設及び排出工程 

へ 特定有害廃棄物等の処分（特定有害廃棄物等の処分に伴って生じる残滓の処

分を含む。）に関する次の書類 各１通 

ⅰ 処分のための施設の種類、設置場所、処分能力、処分方式、処分工程図、

年間処理計画、過去の実績 

ⅱ 処分のための施設の構造の平面図、立面図、断面図及び設計計算書（最終

処分場にあっては、周辺の地形、地質、地下水の状況を示す書類） 

ⅲ 処分者又は処分のための施設に対する公的な許可等の書類がある場合は当

該書類 

ⅳ 特別な取扱いの指示 

ト 輸入国における特定有害廃棄物等の処分（特定有害廃棄物等の処分に伴って

生ずる残滓の処分を含む。）に関する規制及び環境保全対策に関する次の書類 

各１通 

ⅰ 輸入国における環境関連規制の遵守の状況 

ⅱ 大気汚染防止対策（排ガスの処理方法、排ガスの量及び性状）、水質汚濁防

止対策（排水の処理方法、排水の量及び性状、放流の方法、放流先の水質の

状況）等の環境保全対策 

ⅲ その他の環境保全上の対策であって、環境保全上適正な方法で処分される

と処分者（処分に伴って生じたものの処分者を含む。）が評価している根拠と



 

ホ 適用品目についての輸出承認の申請をしようとする者の署名のある次の書類 

各１通 

ａ）有害物質の含有の程度及び有害特性の内容を示す書類 

ｂ）条約付属書Ⅰ及びⅡの該当するＹ番号、条約付属書Ⅲの該当するＨ番号、

バーゼル省令における該当箇所及び国際連合分類区分 

なる情報 

チ 適用品目についての輸出承認の申請をしようとする者の署名のある次の書類 

各１通 

ⅰ 有害物質の含有の程度及び有害特性の内容を示す書類 

ⅱ 条約付属書Ⅰ及びⅡの該当するＹ番号、条約付属書Ⅲの該当するＨ番号、

告示における該当箇所及び国際連合分類区分 

（注１）上記④には、ＯＥＣＤ加盟国向けにあっては条約附属書ⅣＡに掲げる処分

作業に係る分析試験を行うためのものであって、ＰＣＢを５０ｐｐｍ（百万分率）

以上含むもの又は２５キログラムを超えるもの、ＯＥＣＤ非加盟国向けにあっては

条約附属書ⅣＡ及びＢに掲げる処分作業に係る分析試験を行うためのものを含む。 

（注２）分析試験を行うためのものの場合は、上記ロの書類については提出を要し

ない。また、上記ニの書類に代えて、以下の書類を各１通提出すること。 

ａ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国にお

いて禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せ

られたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過していることを誓約する書面 
ｂ）輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違

反がないことを誓約する書面 
ｃ）輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験の目的、方法、工程図及び期間を

記載した書類 
ｄ）輸出に係る特定有害廃棄物等の量が分析試験に必要な最小限度のものであ

ることを証する書類 
ｅ）輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる残さの処分方法を記載し

た書類 
ｆ）その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保

護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書

類 
ｇ）その他必要と認められる書類 

（注３）輸出の相手国又は条約の締約国である通過国が特定有害廃棄物等の輸入、

運搬又は処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じることを義務付けて

いる場合にあっては、上記ロに代えて、当該措置を講じたことを証明する書類の写

し１通を提出することができる。 

（注４）廃掃法第１０条（同法第１５条の４の７第１項において読み替えて準用す

  （新設） 

 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 



る場合を含む。）の環境大臣の確認を受けた者である場合は、上記ニの書類の提出は

不要とする。 

（注５）モニターを香港に輸出する場合は、上記イからホの書類に代えて、香港当

局から必要な許可等を受けていることを証する書類を提出すること。 

  （新設） 

 

 

  （新設） 

４ 輸出の承認 

（１）条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業を行うもの（鉛蓄電池を除く。）のＯＥＣＤ加盟

国向けの輸出承認（注１） 

当該申請が上記３に従って行われたものであることを確認し、当該適用品目の輸出

が次の①から④までに該当する場合に限り、行うものとする。 

また、適用品目のうち廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物であって、環境大臣に

よる輸出の確認を受ける必要のあるもの（上記３（２）の①共通事項ホに該当するも

の）については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確

認するものとする。 

① 特定有害廃棄物等の輸出について 輸出の相手国 及びＯＥＣＤ加盟国である通

過国からの書面による同意を得ていること。 

ただし、輸出の相手国が我が国に対して行う通告の受領通知の発給の時点から

起算して３０日以内に輸出の相手国及びＯＥＣＤ加盟国である通過国の権限のあ

る当局からの回答が無いことをもって同意がなされたものとみなす。 

② 当該特定有害廃棄物等の運搬及び処分について、申請者、運搬者、輸入者及び

処分者の間の書面による契約、又は特定有害廃棄物等が一の法人等により管理さ

れている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する

取決めが存在すること。（当該契約等には、輸出される特定有害廃棄物等の運搬又

は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運

搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。） 

③ 次のいずれかに該当すること（分析試験を行うための輸出を除く。）。 

イ 輸出の相手国等において特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保

険、供託金その他の保証が義務付けられている場合には必要な措置が講じられ

ていること。 

ロ 輸出者が、輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる

措置を確実に実施するに足る経理的基礎を有すること。 

④ その他ＯＥＣＤの回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規則に関す

る理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。 

４ 輸出の承認 

（１）上記２に規定する貨物（ＯＥＣＤ省令に掲げるもの（鉛蓄電池を除く。）に限る。）

のＯＥＣＤ加盟国向けの輸出承認は、当該申請が上記３に従って行われたものである

ことを確認し、当該適用品目の輸出が次の①から③までに該当する場合に限り、行う

ものとする。 

また、適用品目のうち廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物であって、環境大臣に

よる輸出の確認を受ける必要のあるもの（上記３（２）の①共通事項ホに該当するも

の）については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確

認するものとする。 

① 特定有害廃棄物等の輸出について 輸入国 及びＯＥＣＤ加盟国である通過国か

らの書面による同意を得ていること。 

ただし、輸入国が我が国に対して行う通告の受領通知の発給の時点から起算し

て３０日以内に輸入国及びＯＥＣＤ加盟国である通過国の権限のある当局からの

回答が無いことをもって同意がなされたものとみなす。 

② 当該特定有害廃棄物等の運搬及び処分について、申請者、運搬者、輸入者及び

処分者の間の書面による契約、又は特定有害廃棄物等が一の法人等により管理さ

れている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する

取決めが存在すること。（当該契約等には、輸出される特定有害廃棄物等の運搬又

は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運

搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。） 

（新設） 

 

 

 

 

 

③ その他経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規

則に関する理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合している

こと。 



（２）条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業を行うもの（鉛蓄電池に限る。）のＯＥＣＤ加盟

国向けの輸出承認（注１） 

当該申請が上記３に従って行われたものであることを確認し、当該鉛蓄電池の輸出

が次の①から⑤までに該当する場合に限り、行うものとする。 

また、鉛蓄電池のうち廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物であって、環境大臣に

よる輸出の確認を受ける必要のあるもの（上記３（２）の①共通事項ホに該当するも

の）については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確

認するものとする。 

① 鉛蓄電池の輸出について 輸出の相手国 及びＯＥＣＤ加盟国である通過国から

の書面による同意を得ていること。 

ただし、輸出の相手国が我が国に対して行う通告の受領通知の発給の時点から

起算して３０日以内に 輸出の相手国 及びＯＥＣＤ加盟国である通過国の権限の

ある当局からの回答が無いことをもって同意がなされたものとみなす。 

② 当該鉛蓄電池の運搬及び処分について、申請者、運搬者、輸入者及び処分者の

間の書面による契約、又は鉛蓄電池が一の法人等により管理されている事業場の

間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在する

こと。 

また、当該契約等には、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記

するとともに、輸出される鉛蓄電池の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了

することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に

関する事項が含まれていること。 

③ 次のいずれかに該当すること（分析試験を行うための輸出を除く。） 

 

 

 

 

イ 輸出の相手国等において鉛蓄電池の輸入、運搬又は処分について保険、供託

金その他の保証が義務付けられている場合には必要な措置が講じられているこ

と。 

ロ 輸出者が、輸出しようとする鉛蓄電池の再輸入その他これに準ずる措置を確

実に実施するに足る経理的基礎を有すること。 

④ 環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを

確認した旨の通知を受けていること。 

⑤ その他ＯＥＣＤの回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規則に関す

（２）上記２に規定する貨物（ＯＥＣＤ省令に掲げるもの（鉛蓄電池に限る。）に限る。）

のＯＥＣＤ加盟国向けの輸出承認は、当該申請が上記３に従って行われたものである

ことを確認し、当該鉛蓄電池の輸出が次の①から⑤までに該当する場合に限り、行う

ものとする。 

また、鉛蓄電池のうち廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物であって、環境大臣に

よる輸出の確認を受ける必要のあるもの（上記３（２）の①共通事項ホに該当するも

の）については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確

認するものとする。 

① 鉛蓄電池の輸出について 輸入国 及びＯＥＣＤ加盟国である通過国からの書面

による同意を得ていること。 

ただし、輸入国が我が国に対して行う通告の受領通知の発給の時点から起算し

て３０日以内に 輸入国 及びＯＥＣＤ加盟国である通過国の権限のある当局から

の回答が無いことをもって同意がなされたものとみなす。 

② 当該鉛蓄電池の運搬及び処分について、申請者、運搬者、輸入者及び処分者の

間の書面による契約、又は鉛蓄電池が一の法人等により管理されている事業場の

間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在する

こと。（当該契約等には、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記

するとともに、輸出される鉛蓄電池の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了

することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に

関する事項が含まれていること。） 

 

③ 輸入国又はＯＥＣＤ加盟国である通過国が鉛蓄電池の輸入又は運搬について保

険、供託金若しくはその他の保証を義務付けている場合には必要な措置を講じて

いること。輸入国又はＯＥＣＤ加盟国である通過国が当該保証を義務付けない場

合にあっては、申請者が鉛蓄電池の再輸入又は代替措置を確実に実施する経理的

能力を有していること。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

④ 環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを

確認した旨の通知を受けていること。 

⑤ その他経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規



る理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。 則に関する理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合している

こと。 

（３）上記（１）又は（２）以外（ＯＥＣＤ非加盟国向け又はＯＥＣＤ加盟国向けであっ

て上記（１）又は（２）以外のもの。）の輸出の承認（注２） 

当該申請が上記３に従って行われたものであることを確認し、当該適用品目の輸出

が次の①から⑩までに該当する場合に限り、行うものとする。 

また、適用品目のうち廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物であって、環境大臣に

よる輸出の確認を受ける必要のあるもの（上記３（２）の①共通事項ホに該当するも

の）については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確

認するものとする。 

① 次のいずれかに該当すること。 

イ 輸出される特定有害廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法により処

分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我

が国が有しない場合。 

ロ 輸出される特定有害廃棄物等が 輸出の相手国 において再生利用産業又は回

収産業のための原材料として必要とされている場合。 

② 条約の非締約国への輸出でないこと。 

③ 南緯６０度以南の地域における処分のための輸出でないこと。 

④ 輸出の相手国が輸入を禁止している特定有害廃棄物等の輸出でないこと。 

⑤ 輸出について 輸出の相手国 及び条約の締約国である通過国から書面による同

意を得ていること。 

ただし、条約の締約国である通過国からの同意に関しては、当該通過国が同意

を義務付けない場合において当該通過国が通告を受領した日から６０日以内に我

が国が当該通過国の回答を受領しないときはこの限りでない。 

⑥ 輸出される特定有害廃棄物等について環境保全上適正な運搬及び処分が行われ

ることを明記した輸出者と処分者との間の契約の存在につき我が国が輸出の相手

国から確認を得ていること。 

⑦ 次のいずれかに該当すること（分析試験を行うための輸出を除く。） 

 

 

 

 

イ 輸出の相手国等において特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保

（３）上記２に規定する貨物のＯＥＣＤ非加盟国向け又はＯＥＣＤ 加盟国向けであって

ＯＥＣＤ省令に該当しないものの輸出の承認は、当該申請が上記３に従って行われた

ものであることを確認し、当該適用品目の輸出が次の①から⑨までに該当する場合に

限り、行うものとする。 

また、適用品目のうち廃掃法第２条第１項に規定する廃棄物であって、環境大臣に

よる輸出の確認を受ける必要のあるもの（上記３（２）の①共通事項ホに該当するも

の）については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確

認するものとする。 

① 次のいずれかに該当すること。 

イ 輸出される特定有害廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法により処

分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我

が国が有しない場合。 

ロ 輸出される特定有害廃棄物等が 輸入国 において再生利用産業又は回収産業

のための原材料として必要とされている場合。 

② 条約の非締約国への輸出でないこと。 

③ 南緯６０度以南の地域における処分のための輸出でないこと。 

④ 輸入国が輸入を禁止している特定有害廃棄物等の輸出でないこと。 

⑤ 輸出について 輸入国 及び条約の締約国である通過国から書面による同意を得

ていること。 

ただし、条約の締約国である通過国からの同意に関しては、当該通過国が同意

を義務付けない場合において当該通過国が通告を受領した日から６０日以内に我

が国が当該通過国の回答を受領しないときはこの限りでない。 

⑥ 輸出される特定有害廃棄物等について環境保全上適正な運搬及び処分が行われ

ることを明記した輸出者と処分者との間の契約の存在につき我が国が 輸入国 か

ら確認を得ていること。 

⑦ 輸入国又は条約の締約国である通過国が特定有害廃棄物等の輸入又は運搬につ

いて保険、供託金若しくはその他の保証を義務付けている場合には必要な措置を

講じていること。輸入国又は条約の締約国である通過国が当該保証を義務付けな

い場合にあっては、申請者が特定有害廃棄物等の再輸入又は代替措置を確実に実

施する経理的能力を有していること。 

（新設） 



険、供託金その他の保証が義務付けられている場合には必要な措置が講じられ

ていること。 

ロ 輸出者が、輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる

措置を確実に実施するに足る経理的基礎を有すること。 

⑧ 環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを

確認した旨の通知を受けていること。 

⑨ 香港向けにモニターを輸出する場合は、上記①～⑧に代えて香港当局から必要

な許可等を受けていることが確認できること。 

⑩ その他条約の的確かつ円滑な実施のために必要な事項を満たしていること。 

 

 

（新設）  

 

⑧ 環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを

確認した旨の通知を受けていること。 

（新設） 

 

⑨ その他条約の的確かつ円滑な実施のために必要な事項を満たしていること。 

（注１）上記（１）及び（２）には、条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業に係る分析試験を

行うためのものであって、ＰＣＢを５０ｐｐｍ（百万分率）以上含むもの又は２５キロ

グラムを超えるものを含む。 

（注２）上記（３）には、ＯＥＣＤ加盟国向けにあっては条約附属書ⅣＡに掲げる処分

作業に係る分析試験を行うためのものであって、ＰＣＢを５０ｐｐｍ（百万分率）

以上含むもの又は２５キログラムを超えるもの、ＯＥＣＤ非加盟国向けにあっては

条約附属書ⅣＡ又はＢに掲げる処分作業に係る分析試験を行うためのものを含む。 

（新設） 

 

 

 （新設） 

５ 承認の条件 

適用品目について輸出承認を行う場合は、次の条件を付するものとする。 

１ 本輸出承認証により輸出される貨物を運搬する者が、別途経済産業大臣が交付

する「輸出移動書類」を携帯し、かつ同書類に記載された内容に従って運搬する

よう措置すること。 

２ 本輸出承認証により輸出する貨物が環境上適正な処理がなされないおそれがあ

るとして経済産業大臣から求めがあった場合には、速やかに経済産業大臣に報告

し、その指示に従うこと。 

３ 経済産業大臣が求める場合であって、本輸出承認証により輸出された貨物の処

理が終了した場合には、それを証する書類を添付して、経済産業大臣に報告する

こと。 

４ 本輸出承認証に係る貨物の輸出に関し、変更の必要が生じた場合は、経済産業

大臣に届け出てその指示に従うこと。 

 

申請理由書様式 （略） 

別紙様式 （略） 

５ 承認の条件 

適用品目について輸出承認を行う場合は、次の条件を付するものとする。 

「１ 本輸出承認証により輸出される貨物を運搬する者が、別途経済産業大臣が交

付する「輸出移動書類」を携帯し、かつ同書類に記載された内容に従って運搬

するよう措置すること。 

２ 本輸出承認証により輸出する貨物が環境上適正な処理がなされないおそれが

あるとして経済産業大臣から求めがあった場合には、速やかに経済産業大臣に

報告し、その指示に従うこと。 

３ 経済産業大臣が求める場合であって、本輸出承認証により輸出された貨物の

処理が終了した場合には、それを証する書類を添付して、経済産業大臣に報告

すること。 

４ 本輸出承認証に係る貨物の輸出に関し、変更の必要が生じた場合は、経済産

業大臣に届け出てその指示に従うこと。」 

 

申請理由書様式 （略） 

別紙様式 （略） 

 


